
令和７年度先進医療費助成および通院交通費助成のＱ＆Ａ(第２版)

１ 先進医療費助成について

Q1 対象となる治療

A1 1クール（生殖補助医療開始から胚移植までの期間）において、生殖補助医療と

併用して実施した先進医療

※先進医療を伴わない生殖補助医療（体外受精、顕微授精、男性不妊手術）は対象

外

Q2 令和 7年 4月 1日以降の治療が助成対象か。

A2 令和 7年 4月 1日以降に「先進医療」を受診しており、「先進医療受診日」におい

て、 妻の年齢が 43歳未満である場合のみが助成対象になります。

なお、令和 6年 4月 1日以降に先進医療を受けた者のうち、令和 7年 1月 1日か

ら令和８年 3月 31日までに胚移植が終了した者も含みます。胚移植の状況につい

ては、１クールの確認のため、医療機関に確認することがあります。

Q3 令和 7年 3月 31日以前に治療計画を立てていた場合、本事業の助成は受けること

ができないのか。

A3 「先進医療費助成」は、令和 7年 4月 1日以降に先進医療を受診しており、先進



医療受診日において、43歳未満であれば、助成を受けることができます。（定額 3

万円の支給可能）（先進医療受診の領収書添付で確認）

なお、令和 6年 4月 1日以降に先進医療を受けた者のうち、令和 7年 1月 1日以

降に胚移植が終了した者も含みます。胚移植の状況については、１クールの確認

のため、医療機関に確認することがあります。

Q4 保険適用の生殖補助医療（体外受精、顕微授精、男性不妊手術）について、年齢

による回数制限を超えた場合も助成対象になるのか。

A4 先進医療の利用があれば対象となりますが、生殖補助医療のみの場合は対象外に

なります。本助成に、回数制限はありませんが、先進医療を受診している必要があ

ります。

Q5 政令市、中核市に在住の者も先進医療費助成の対象になるか。

A5 夫婦のどちらかが兵庫県内在住（市町は問わない）であり、県内の医療機関を受

診していれば、対象になります。

Q6 対象となる人はどういった要件が必要か。

A6 先進医療費助成については、

次の（１）～（５）の要件をすべて満たす夫婦

(1) 先進医療を受けた時点で法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦

であること。

(2) 先進医療を受けた時の妻の年齢が 43歳未満であること。

(3) 申請時に夫婦のどちらかが兵庫県内に住所があること。

(4) 先進医療実施医療機関として厚生労働省に承認された県内又は隣接府県（※1）

の医療機関で先進医療を受けた者(※2)

（※1）大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、徳島県

（※2）隣接府県の医療機関については、令和 7年 4月 1日以降の受診に限り対象

となります。ただし、但馬、淡路、西播磨地域に住所を有する者が令和 6年

度に以下の隣接医療圏域で先進医療を受けた場合はこの限りではありません

但馬→鳥取県（東部医療圏）

西播磨→岡山県（県南東部医療圏）

淡路→徳島県（東部医療圏）

(5)令和 7年 4月 1日以降に先進医療を受診された方（胚移植が終了した者）（※3）

(※3）令和 6年 4月 1日以降に先進医療を受けた者のうち、令和 7年 1月 1日以

降に胚移植が終了した者も含みます。



Q7 市町の助成事業との棲み分けについて、優先順位があるのか。

A7 県の事業においては、市町助成との重複は可能であり、優先順位はありません。

市町助成の要件等については、お住まいの市町にご確認ください。

Q8 「回数制限なし」とは、保険適用診療回数終了後も兵庫県の制度が利用可能とい

うことか

A8 ご認識のとおり。全額自己負担の生殖補助医療でも先進医療の利用があれば、１

クールあたり、定額３万円の先進医療費助成になります。

Q9 先進医療費助成と通院交通費助成はセットでないと申請できないのか

A9 先進医療費助成のみの申請は可能。

なお、通院交通費助成のみの申請は不可。

Q10 受精できない・体調不良など医師の判断により途中で治療を中止した場合など、

胚移植まで至らない場合も助成対象か。

A10 中止までに先進医療の利用があれば、対象になります。中止理由などについて、

医療機関に確認することがあります。

Q11 具体の胚移植日を設定せず、凍結胚の貯蔵を目的として先進医療（タイムラプ

ス）を利用した場合は助成対象か。

A11 当初治療計画に胚移植日の設定がない場合は対象となりません。

Q12 男性の不妊治療における先進医療受診も対象になるのか。

A12 対象になる。性別、回数を問わず、１クールに１回以上の先進医療の利用があれ

ば、本助成事業の対象になります。男性（夫）の年齢は、問いません。

Q13 1クールに２回以上先進医療を利用した場合は、助成額も増えるのか。

A13 増えません。１クールを１回とする定額助成であり、夫婦で複数回の先進医療の

利用があっても助成額は定額（３万円）です。

Q14 県外医療機関を受診した場合は対象になるのか。

A14 原則として「県内の」医療機関で治療を受けた者を対象としているが、令和７年

４月１日以降に隣接府県の医療機関で先進医療を受診した場合は、対象としてい

ます。

A15 治療明細における先進医療費の経費は、３万円以上である必要があるのか。



A15 必要ありません。（先進医療に係る金額の多寡は問わない。）

※1クールあたり１回以上の先進医療の利用があれば、3万円（定額）の助成に

なる。

Q16 大阪府や京都府で治療を受けた場合は、対象になるのか。

A16 令和７年４月１日以降に先進医療を受診した場合は、対象になります。

Q17 先進医療（EMMA/ALICE・タイムラプス）を受診し、胚凍結を行い、胚移植を予定

していた。しかし、胚移植に向けて療養・手術等が必要となってしまい、当初治

療計画の胚移植日ではなく、胚移植日が変更になった。この場合の取り扱いは、

中止で申請しても良いのか。

A17 原則として変更後の胚移植日をもって１クールとなりますが、長期の療養等が必

要であるなど具体の胚移植日が設定されないなど、次回の胚移植予定日が不確定

である場合は、その事実を医療機関に確認させていただき、確認できた場合は、

中止として、審査させていただきます。

なお、胚移植日は設定したものの、長期にわたり胚移植日の延期を繰り返して

いる場合は、その事実を医療機関に確認させていただき、確認できた場合は、先

進医療の受診日から１年をもって中止として、審査させていただきます。

Q18 先進医療（EMMA/ALICE・タイムラプス）を受診し、胚凍結を行い、胚移植を予定

していた。しかし、胚のグレードが低く胚凍結まで至らなかった（凍結胚は全て

廃棄した）。この場合の取り扱いは、中止で申請しても良いのか。

A18 当初治療計画における胚移植日及び凍結胚がない事実を確認させていただき、確

認できた場合は、中止として、審査させていただきます。

Q19 令和７年度に先進医療を受診し、胚凍結を行い、胚移植を予定していた。しか

し、胚移植までに自然妊娠の事実が判明したため、胚移植の予定がなくなってし

まった。この場合、中止で申請しても良いのか。

A19 医療機関に自然妊娠の事実を確認させていただきます。確認できた場合は、中止

として審査させていただきます。

Q20 令和６年度に先進医療を受診し、胚凍結を行い、胚移植を予定していた。しか

し、胚移植日において、仕事との両立が難しく、胚移植日が変更になった。この

場合、中止で申請しても良いのか。

A20 原則として変更後の胚移植日をもって１クールとなります（Q2参照）。ただし、

変更後の胚移植予定日が令和７年 1月 1日から令和 8年 3月 31日までの場合で、



次回の胚移植予定日を設定することなく中止した場合は、その事実を医療機関に

確認させていただき、確認できた場合は、中止として、審査させていただきま

す。

なお、令和６年度の先進医療費を令和８年度（令和 8年 4月 1日以降）に申請す

ることはできませんのでご注意ください。（Q2参照）

Q21 先進医療（タイムラプス）を受診し、胚凍結を行い、胚移植を予定していた。

凍結胚が複数できたため、１つは予定どおり胚移植を行い、残りは凍結胚として

保存することとした。残った凍結胚を移植する場合も申請可能か。

Q21 当該凍結胚移植時に別途先進医療（SEET法、２段階胚移植など）の利用があ

れば申請可能です。先進医療の受診がない場合は対象となりません。

例示：

①令和７年３月 19日にタイムラプスを受診、凍結胚が４つできた。

・１つ目の凍結胚は、胚移植予定日である 4月 5日に胚移植した。 →1クー

ルとして申請可能

・妊娠が確認できなかったため、4月 5日以降に治療計画を立て、２つ目の凍

結胚を、6月 5日に先進医療を利用せずに凍結胚移植をした。 →申請不可

・妊娠が確認できなかったため、残りの２つの凍結胚は、6月 5日以降に治療

計画を立て、先進医療（二段階胚移植）を利用して凍結胚移植をした。→１

クールとして申請可能

②令和７年３月 19日にタイムラプスを受診、凍結胚が３つできた。

１つの凍結胚は、4月 5日に胚移植した。 →1クールとして申請可能

残りの２つの胚は、胚移植に至らなかった（廃棄した）。→申請不可



２ 通院交通費助成

Q1 対象となる費用

A1 先進医療を伴う不妊治療の通院にかかった費用が対象となります。

Q2 令和 7年 4月 1日以降の治療開始分が助成対象か。

A2 通院交通費助成については、先進医療費助成を受けることを前提に、原則「令和

7年 4月 1日以降の不妊治療の通院にかかった費用」が助成対象になります。

Q3 令和 7年 3月 31日以前に治療計画を立てていた場合、本事業の助成は受けること

ができないのか。

A3 「通院交通費助成」は、先進医療費助成を受けることを前提として、令和 7年 4

月 1日以降に通院した費用のみ助成を受けることができます。（通院日数分の医療機

関の領収書添付が必要）

Q4 対象となる人はどういった要件が必要か。

A4 通院交通費助成については、

次の（１）～（５）の要件をすべて満たす者

(1) 先進医療を受けた時点で法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦

であること。

(2) 先進医療を受けた時の妻の年齢が 43歳未満であること。

(3) 申請時に夫婦のどちらかが兵庫県内に住所があること。

(4) 先進医療実施医療機関として厚生労働省に承認された県内又は隣接府県（※1）

の医療機関で先進医療を受けた者(※2)

（※1）大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、徳島県

（※2）隣接府県の医療機関については、令和 7年 4月 1日以降の受診に限り対象と

なります。ただし、但馬、淡路、西播磨地域に住所を有する者が令和 6年度に

以下の隣接医療圏域で先進医療を受けた場合はこの限りではありません

但馬→鳥取県（東部医療圏）

西播磨→岡山県（県南東部医療圏）

淡路→徳島県（東部医療圏）

(5)令和 7年 4月 1日以降に先進医療を受診された方（胚移植が終了した者）（※3）

(※3）令和 6年 4月 1日以降に先進医療を受けた者のうち、令和 7年 1月 1日以降

に胚移植が終了した者も含みます。

【参考】対象となる県外の医療機関名＝１-Q6参照



Q5 市町の助成事業との棲み分けについて、優先順位があるのか。

A5 1-Q7参照

Q6 通院交通費の助成について、通院交通費の算定方法は。

A6 1クール(生殖補助医療開始から胚移植までの期間)にかかった通院交通費の合計

金額から 5,000円を引いた額の 1/2の額を支給します。（1,000円未満切り捨て）

なお、1km未満の区間は切り捨てて算出します。

※最寄り駅まで自家用車（バス）を利用した場合でも、1km未満であれば算定区間

から除く。

Q7 通院交通費の助成について、自家用車利用の場合、通院交通費の算定方法は。

A7 単価 37円/kmを距離（申請者の自宅から医療機関までの距離）に乗じて算出す

る。

｛（〇km×37円/km）- 5,000｝×1/2 ＝ 〇〇（1,000円未満切り捨て）

Q8 県外医療機関を受診した場合は対象になるのか。

A8 1-Q14参照

Q9 通院交通手段が通院日によって異なる場合はどのように申請するのか。1クール

の通院はすべて同一手段でないといけないか

A9 通院日によって交通手段が異なる場合は、夫婦のうち通院日数が多い者の主たる

交通手段をもって申請いただきます。申請された交通手段に基づき県において、合

理的・経済的な経路をもって基準額を算出し、助成額を決定します。

Q10 １クール内に夫婦でそれぞれ先進医療を受けており、同じ日にそれぞれが不妊治

療を受けた場合は、２日分として申請可能か。

A10 公共交通機関を利用している場合は申請可能です。（自家用車は不可）

申請時に通院日数を夫婦分計上し、それぞれの領収書を添付してください。

なお、先進医療を受けていない場合は交通費も請求できないことに注意してくだ

さい。

（交通費助成を受けるには、先進医療を受けた日の領収書だけでなく、その他の

不妊治療にかかった通院日の領収書も添付が必要。）

Q11 交通費だけの申請は可能か。（一般不妊治療、一般不妊検査の受診など）

A11 先進医療の受診が要件になるため、交通費だけの申請は不可です。なお、先進医

療費助成だけの申請は可能です。



Q12 夫婦どちらかが県外在住の場合は、県外住所地からの交通費も出るのか。

A12 県外住所地からの交通費は対象となりません。夫婦のうち通院日数が多い者が県

内住所地から通院している場合は県内住所地から医療機関までの交通費に換算して

助成します。その際、夫婦のうち通院日数が多い者の主たる交通手段について確認

することがあります。

Q13 大阪府や京都府で治療を受けた場合は、対象になるのか。

A13 令和７年４月１日以降に受診した通院日数が対象になります。（令和７年３月３

１日以前に隣接府県で受診していた場合は、日数のカウントの対象外）

Q14 1クールにおける通院交通費の助成は、先進医療以外の検査・治療にかかる通院

交通費も対象となるのか。

A14 1クール内において、先進医療を受診していれば、1クールの不妊治療にかかっ

た通院交通費は助成の対象になる。ただし、電話診療及び診察を伴わない通院

（支払いだけ、薬の処方だけ）は対象外となるのでご注意ください。

Q15 検査から保険適用の治療までを A病院、先進医療を B病院で受診した場合の通院

交通費は助成されるのか。

A15 助成の対象になります。経路については、通院日数が多い方の医療機関への主た

る交通手段をもって申請してください。申請された交通手段に基づき県におい

て、合理的・経済的な経路をもって基準額を算出し、助成額を決定します。

Q16 通院交通費の申請にあたり公共交通機関（電車やバス）の領収書の添付はいるの

か。自家用車で通院した場合はどうか。

A16 主たる交通手段で公共交通機関を選択した場合の領収書添付は不要です。ただ

し、主たる交通手段で自家用車を選択し、かつ高速道路を利用した場合は ETC利

用証明書（又は領収書）が必要となりますのでご注意ください。（添付がない場

合、高速道路利用料金は算定に含まれません）

なお、実際に通院したことを証明するため、通院日数分の医療機関の領収書を

添付する必要があります。

Q17 夫と妻で不妊治療を行っており、1クールにおいて妻のみ先進医療を受診した。

通院交通費は、夫と妻の 2人分助成されるのか。

A17 夫の通院交通費は助成されません。通院交通費助成は、先進医療受診者のみが対

象となり、先進医療受診者以外は付き添い・同乗者を含め助成の対象外になりま

す。


